
 

 

 

大阪府後期高齢者医療広域連合規約の一部変更 

新旧対照表 

 

現   行 変 更 案 

第１条～第16条 略 第１条～第16条 略 

 （広域連合の経費の支弁の方法）  （広域連合の経費の支弁の方法） 

第17条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもっ

て充てる。 

 ⑴～⑶ 略 

 ⑷ 社会保険診療報酬支払基金交付金 

 ⑸ 略 

２ 略 

第18条 略 

第17条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもっ

て充てる。 

 ⑴～⑶ 略 

 ⑷ 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構交付金 

 ⑸ 略 

２ 略 

第18条 略 
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